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消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
 

年
末
年
始
特
別
警
戒
を
 

実
施
し
ま
す
 

　
火
災
の
未
然
防
止
お
よ
び
放
火

の
防
止
を
呼
び
掛
け
、
住
民
の
警

火
心
の
高
揚
を
図
り
ま
す
。 

警
戒
期
間
　
12
月
26
日
（日）
〜 

　
　
　
　
令
和
４
年
１
月
３
日
（月） 

時
間
　
能
代
消
防
署
… 

　
　
　
　
日
中
、
午
後
７
時 

　
　
　
二
ツ
井
消
防
署
… 

　
　
　
　
午
前
、
午
後
各
１
回 

　
　
　
出
張
所
…
日
中 

問
合
せ 

能
代
消
防
署
　
1
52
・
３
３
１
２ 

二
ツ
井
消
防
署
1
73
・
２
３
２
７ 

 

オ
ン
ラ
イ
ン
・
対
面
で
 

移
住
相
談
会
を
行
い
ま
す
 

●
の
し
ろ
暮
ら
す 

オ
ン
ラ
イ
ン
相
談
会 

期
日
　
12
月
15
日
（水） 

開
始
時
間
　
午
前
10
時
、
11
時
、

午
後
４
時
、５
時
、６
時
、７
時 

※
13
日
（月）
ま
で
に
Ｅ
メ
ー
ル（s

o
u
g
 

　o
u
@
c
ity
.n
o
s
h
iro
.lg
.jp

）
、

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
（@

n
o
s
h
iro
c
la
s
s

）

で
ご
予
約
く
だ
さ
い
。 

●
年
末
特
別
移
住
相
談
会
・ 

お
仕
事
相
談
会 

　
移
住
相
談
ス
タ
ッ
フ
と
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
担
当
職
員
が
相
談
ブ
ー
ス

を
設
置
し
ま
す
。 

日
時
　
12
月
30
日
（木） 

　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時 

場
所
　
イ
オ
ン
タ
ウ
ン
能
代 

　
　
　
中
央
出
入
口
付
近 

問
合
せ 

　
人
口
政
策
・
移
住
定
住
推
進
室 

　
1
０
１
８
５
・
８
９
・
２
１
６
３ 

 

固
定
資
産
税 

償
却
資
産
の
申
告
書
を 

お
送
り
し
ま
す 

　
来
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に

事
業
の
た
め
の
構
築
物
、
機
械
、

器
具
、
備
品
な
ど
の
資
産
を
所
有

し
て
い
る
会
社
や
個
人
の
方
は
、

償
却
資
産
の
申
告
が
必
要
で
す
。 

　
令
和
３
年
度
の
申
告
者
に
は
、

12
月
中
旬
に
「
令
和
４
年
度
償
却

資
産
申
告
書
」
を
お
送
り
し
ま
す
。

令
和
３
年
１
月
２
日
以
降
に
「
新

た
に
店
舗
を
構
え
た
」
「
事
業
を

起
こ
し
た
」
「
太
陽
光
発
電
を
始

め
た
」
な
ど
の
方
も
申
告
が
必
要

で
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

　
申
告
書
に
は
個
人
番
号
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
）
ま
た
は
法
人
番
号
の

記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。 

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
防
止
の
た
め
、
な
る
べ
く
郵

送
ま
た
は
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス

テ
ム（
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）

に
よ
る
電
子
申
告

を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。 

 

申
告
期
間 

　
令
和
４
年
１
月
４
日
（火） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〜
31
日
（月） 

問
合
せ 

　
　
　
税
務
課
1
89
・
２
１
２
７ eLTAX

間もなく使用期限！ 

生活応援商品券生活応援商品券 生活応援商品券生活応援商品券 生活応援商品券 
　生活応援商品券の使用期限は12月31

日（金）までとなります。これを過ぎると使用でき

ませんので、忘れずにお使いください。使用でき

る店舗は、市ホームページなどでご確認ください。 

問合せ　福祉課189-2152

店舗の確認はこちらから↓ 

過疎地域の持続的発展の支援に関する 

特別措置法に係る課税免除について 

　市では産業の振興により市の発展を図るため、

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

等に基づき、「能代市過疎地域における固定資産

税の課税免除に関する条例」を制定しました。こ

れにより令和３年４月１日から６年３月31日ま

でに取得された事業用資産について、申請により

固定資産税の課税免除が受けられる場合がありま

す。対象となる事業や要件

判定、手続きなどの詳細に

ついては、市のホームペー

ジをご覧いただくか、お問

い合わせください。 

申請期限　毎年１月31日まで 

問合せ　税務課189-2127 市ホームページ 

羽田片道5千円往復1万円助成！ 
３月まで限定で助成額を引き上げます 

　大館能代空港羽田便の利用者が減少しているこ

とから、市では航空路線の維持を図るため、一時

的に助成額を引き上げます。 

対象　・能代市に住所を有する方 

　　　・能代市に所在する事業所　など 

内容　運賃の助成額を引き上げます 

　　（片道当たり2,000円⇒5,000円） 

期間　令和３年12月１日～４年３月31日搭乗分 

　　（上記期間以外は片道2,000円） 

※航空券の種類によっては助成の対象

とならない場合があります。詳しく

は下記までお問い合わせください。 

申請・問合せ 

　観光振興課189-2179 市ホームページ 


